






■ 現行の国家貿易制度を維持するとともに、枠外税率（米の場合341円/kg）を維持し
た上で、米国、豪州にSBS方式※の国別枠を設定。（国別枠は、米と米粉等の国貿品
目を対象として一体的に運用。）

※注：SBS方式とは、国家貿易の下で、輸入業者と国内の実需者との実質的な直接取引を可能とする売買方式。

米及び米粉等の国家貿易品目

(注)※1 国内の需要動向に即した輸入や実需者との実質的な直接取引を促進するため、我が国は、既存のWTO
枠のミニマムアクセスの運用について見直しを行うこととし、既存の一般輸入の一部について、中粒種・加
工用に限定したSBS方式（6万トン）へ変更する予定。

※2 円滑な入札手続を行うため、透明性向上の観点から、SBSの運用方法の一部について、技術的な変更を
行う予定。

米の調製品・加工品等（民間貿易品目）

■ 一定の輸入がある品目等は、関税を５～25%削減。（合計13品目）
・米粉調製品（加糖）：23.8％→17.8％(▲25％・6年目)［TPP参加国からの輸入量：約１万６千トン(2011～13年平均)］
・米粉調製品（無糖）：16.0％→13.6％(▲15％・4年目)［TPP参加国からの輸入量：約４千トン(2011～13年平均)］
・その他11品目 ：▲5％の即時削減

■ 輸入量が少ない又は関税率が低い品目等は、関税を削減・撤廃。（合計16品目）
・穀物加工品（粟粥等）：21.3％→5.3％(▲75％・6年目)［TPP参加国からの輸入量：約130トン（2011～13年平均）］
・その他15品目：0～11年目で関税撤廃

既存のSBS枠 10万トン
（品種・用途限定なし）

既存のWTO枠（77万トン）

既存のSBS枠 10万トン
（品種・用途限定なし）

既存のWTO枠（77万トン）

既存の一般輸入

加工用に販売する他、飼
料用・援助用等に活用

既存の一般輸入

加工用に販売する他、飼
料用・援助用等に活用

※2

※1

米国枠：５万ｔ（当初３年維持）
→ ７万ｔ（13年目以降）

国別枠（SBS枠）

豪州枠：0.6万ｔ（当初３年維持）
→ 0.84万ｔ（13年目以降）

※2

米
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